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（ 開会時刻  １０時００分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

朝のあいさつをします。おはようございます。 

これから、輝くふるさと常任委員会を開会します。 

ただいまの出席委員は、８名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配布しているとおりです。 

これから、本日の審査日程に入ります。 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、委員長から、柴田勇雄委員及び山岸はる美委員を指名しま

す。 

次に、議案審査を行います。 

質疑、答弁とも簡潔、明快にお願いします。また、質疑する委員は、質疑する箇所の

ページを示し、一問一答方式でお願います。 

はじめに、日程第２、議案第 24号、平成 30年度葛巻町一般会計補正予算（ 第２号 ）

を、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

８ページお願いいたしたいと思います。 

地方交付税についてお伺いをいたしたいと思います。24、５年あたり、地方交付税が

一番ピークのような感じがしておりますけども、その後、徐々に減り続けてきているよ

うな感じがいたします。今回も補正で 162,000,000円ほどの補正額が計上になっており

ます。こういったような状況、見通しですね、普通交付税も、当初予算についても、だ

いぶ少なく見積もって、堅実な見積もり方というように言ったら良い言葉なのでしょう

けれども、実質的には減額になってきているというようなことなわけです。また、併せ

て、特別地方交付税についても同じような傾向にあるわけですが、昨年の実績等と比べ

ても、いかないのではないのかなというものが危惧されます。昨年度の実績等を見ても、

現時点で 34,000,000円ほどの減額になっているわけですが、今後の、こういったよう

な地方交付税と特別地方交付税の見通しについて、お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

まず、普通交付税の方ですけども、おっしゃるとおり減額になってございます。30

年度、前年度比較で 33,000,000円ほどの減額、その要因といいますのは、平成 20年の



２ 

  

いわゆるリーマンショックと言われた、景気後退につながることがあったわけですけど

も、そういう対応をするために特別枠として交付税措置された項目がございますが、景

気が徐々に回復しているということで、平常時モードに切り替えたということで、その

特別措置が去年、ここ２、３年で少しずつ減ってきているわけですが、今回、完全に廃

止されたということでの交付税が減ってございます。決算の説明のときにも申し上げま

したけども、大体、今のベースは、ちょうど平成 20年ころの、そのリーマンショック

が始まったあたりと同じような規模になってございます。どんどん減ってきて、大体、

景気がよほど回復しない限り、そういった厳しい状況が今後も続くのかなというように

思ってございます。 

それから、特別交付税につきましては、いわゆる 12月交付と３月交付というのがご

ざいまして、その２回に分けて交付されるわけですけども、特別交付税につきましては、

12 月交付の方は、いわゆるルール分と呼んでいますけども、ある程度の算定項目が示

されて、算式に基づいて予定がつくような形での交付になってございます。ただ、３月

交付につきましては、その明細が非公表になってございますので、明細が分からないと

いう、そういう仕組みになってございます。 

ただ、大きなことでいいますと、ご存じのとおり、今年は、例えば、６月には西日本

を中心に平成 30年７月豪雨という災害、それから、最近ですと、９月６日に発生した

北海道胆振東部地震などがございます。非常に大きな地震、災害等がございまして、そ

の場合には特交等がそちらの方に振り向けられるというのが通常のパターンでござい

ますので、特交については、トータルで申しますと、かなり今年は厳しい額になるのか

なというように思ってございます。以上でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

普通交付税の部分については、交付時期が４回に決まっているわけですね。４月と６

月と９月と 11月、この４回、交付時期があるわけですが、例えば、今回の補正の合計

2,862,000,000円ほどの計上額になっているわけです。この分がくる予定で予算計上に

なっているわけですが、この交付時期、どのような形で交付になってくるのか、その中

身についてお伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

おっしゃるとおり、年４回、時期で申しますと、４月、６月、９月、11 月に交付さ

れます。最初の２回は前年度実績をベースに概算交付をされます。前年度の９割とかと

いう、ある程度の率を掛けて、そのうちの一部がくると、９月と 11月につきましては



３ 

  

今年、７月に確定しますので、その確定額と、前年度といいますか、既に交付した額の

差額をそれぞれ２分の１ずつ交付されるという形で交付されます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

そうしますと、この４回の交付時期があるわけですが、４回のうちで一番多く交付さ

れる、この４回のうちのどの部分が一番多く交付されるでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

その交付する額によって変動しますので、あれですが、実情といいますか、状況とし

ましては、大体、均等になるように交付されている状況でございます。特に大きな差と

いうのはございません。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

次に移らせていただきます。 

次も８ページですが、町債の部分で、今回、新庁舎の建設事業債というようなことで

92,800,000 円ほど計上になっております。たぶん当初予算でも基本設計の部分で

25,000,000 円だったでしょうか。この基本設計、あるいは実施設計、こういったよう

な基本、あるいは実施設計の場合でも、こういったような起債が充当になるものかどう

か、それから、100パーセント、こういったようなものが認められているものかどうか、

まず、当初予算で 25,000,000円計上した際にも、こういったような起債導入が入って

いるかどうか確認をいたしたいと思いますし、また、今回の実施設計にあたっての事業

では、充当率はどのような形になっているのか、お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

起債、財源の関係ですので、私の方からお答えいたします。 

まず、基本設計と実施設計への財源としての起債の関係でございましたけども、基本

設計には起債は対象外でございます。対象外ですので、今回、公共施設繰入金、基金を
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使ってございます。当初で。通常、いろいろな建物等も、起債については、基本設計は

対象外というのは一般的でございます。今回は実施設計ですので、起債を充当するとい

う形です。 

起債につきましては、説明文にもございますとおり、公共施設等適正管理推進事業債

ほかということで、今回、全部で４種類の起債を充て込んでいるものでございます。複

合施設とか、いろいろ基本設計等の段階、構想等の段階で出ておりまして、できるだけ

有利な起債を多く組み合わせて財源確保したいということで、過疎債とか、この公共施

設緊急整備事業、適正管理推進事業債というのは、その中に市町村役場緊急保全事業と

いう、さらに詳細のメニューがあるわけですけども、それを使いまして、財源としたと

いうことで、四つの起債の平均の充当率でいいますと、90パーセント、90.4パーセン

トくらいですけども、約９割が充当されるというものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

そうしますと、基本設計の部分では対象外だというようなことでの理解でよろしいの

ですね。それで、実施設計の部分については充当率が９割くらい、90 パーセントくら

いになりますよというような形での理解でよろしいですか。分かりました。 

あと、歳出の方ですが、14 ページ、公債費が載っております。元金と公債諸費で、

元金が 114,000,000円ほど、公債諸費で 7,000,000円ほど、このように載っているわけ

ですが、元金の任意繰上償還の償還金というような計上になっております。たぶん、こ

の元金と公債諸費については関連があるものと思われます。まず、今回、どのような形

での償還金を任意で繰り上げしようとしているのか、その理由についてお聞かせをいた

だきたいと思います。それからまた、これが何の起債で償還を考えているのか、併せて、

お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

お答えが前後するかもしれませんが、この繰上償還について内容を若干説明させてい

ただきます。 

まず、今回、繰上償還しますのは、任意繰上償還ということで、制度上の繰上償還等、

国から求められて繰上償還する場合等もあるわけですが、今回は町の自主的判断で起債

の一部を繰上償還したいというものでございます。 

その内容ですけども、今回のは臨時財政対策債まで借りた、臨時財政対策債の一部に

ついて、当初借入額が 147,390,000円のものですけども、国の資金ですけども、これの

うちの、平成 23年借り入れです。この部分の残債を繰上償還したいというもので、上
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の方の元金というのは、その残債の部分の元金でございます。 

下の補償金といいますのは、正しく、おっしゃるとおり関連があるものでございまし

て、その制度上、補償金は通常返済をした場合に、本来支払うべきであった利息相当か

ら償還後の回収資金から得られる新たな貸し付けに係る利息相当額を差し引いた額と

いうことで、繰上償還して、それで得られたものを新たに運用した利息が出ると、その

部分を差し引いた額を繰上償還するという、補償金として納付しなければならないとい

うものでございまして、これは３月償還時点、３月にならなければ確定しないというこ

とで、今は概算の額、残債分に係る利息分の満額を計上しているものでございます。 

今回、その目的といたしましては、当然のことながら、過疎債、辺地債と、当町の場

合は有利な起債を借り入れているわけで、交付税バックの算入率の高いものを借りてい

るわけですけども、とは言いましても、一部は一般財源の負担が伴います。そういった

ものが、どんどん貯まっていきますと、やがては地方債の性質上、地方債がある程度超

えてきますと、将来の財政硬直化とか、そういったものにつながってまいります。当町

の場合は、これから庁舎の建設とか、そういったものを進めていく中にありまして、そ

の財政の健全化という部分の観点から、今後も、その財政の健全化を維持していきたい

という中で借り入れ、今回、そのひとつとして借入残高の削減に努めるということで、

今回、繰上償還をお願いしたいというものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

通常、繰上償還にならない場合は、特に公債諸費の部分については、これは通常償還

になりますと、利子というような形での科目になるのかなと思うのですが、それに相当

するようなものが、この公債諸費に計上されているというような認識でいいのかどうか、

それで、実際の利子を払うよりは少し、こちらの方が多くなければ貸す側が不利になる

と思いますけども、そういうような認識でよろしいのですか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

その利子の部分は、おっしゃるとおり、いわゆる利子相当分でございます。多くなる

か、少なくなるかという部分については、むしろ少なくなります。先ほど申し上げまし

たけども、返済して、それを、さらに運用して得られる利子分を、この残っていた、本

来返さなければならない利子分から引いた額が請求になりますので、実際は、これより

圧縮になります。その額は、その償還日ですので、３月にならないと分からないという

ことでございます。 

それから、参考までに、参考までにといいますか、申し遅れましたけども、これは臨
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時財政対策債ですので、いわゆる 100パーセント交付税算入率があるものですが、この

繰上償還しても、そこの部分のルールは変わりませんで、後年度、本来返さなければな

らない相当分が交付税として入ってくるものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

今回、この元金の償還金は臨時財政対策債というようなことでございますが、次のペ

ージの 15ページに地方債の償還等の一覧表が載っております。ここに、一番下のその

他の(６)に臨時財政対策債というのが載っていますが、今年度中の元金の償還見込額

309,850,000円載っているわけですが、これに、今回の 1,140,707,000円、これが含ま

れている数値なものかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

お見込みのとおり、これに含まれている額で、その１億、今回の元金を足した額が

309,000,000円でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

そうしますと、この表の方では、今年度末の、この地方債の現在高の見込額が

8,210,000,000円の形になっていますよね。全部、地方債を合わせますと、このくらい

借金をしているというような形になろうかと思っています。実質的に、8,210,000,000

円の年度末の地方債の現在高なわけですけども、実際には、例えば、先ほども答弁にも

ありましたとおり、臨時財政対策債は後年度において地方交付税に算入措置されるとい

うようなこともありますし、それから、過疎対策事業債、こういったような分について

も、70パーセント交付税措置されるというような形になりますが、この 8,210,000,000

円の中で、こういったような地方交付税絡みでの措置を受けた分になりますと、丸々

8,210,000,000円にはならないのではないかと思うのですが、それを実際に計算いたし

ますと、現在の地方債の見込額がどのくらいになるのか、計算していたら、お知らせを

いただきたいと思います。 

 

柴田勇雄委員 

委員長、すみません。次に、同じことを質問させていただいてよろしいですか。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

はい。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

次に、お伺いいたしたいと思います。 

例えば、臨時財政対策債の部分ですが、これは地方交付税と関わりがありますよね。

そうしますと、その臨時財政対策債の発行についても限度額があるやに聞いております。

当町の場合の臨時財政対策債の発行限度額は、地方交付税の総額よりは絶対多くならな

いとは思うのですが、そういったような発行限度額というのは、どの程度の数値になっ

ているのか、お知らせをいただきたいなと思うのですが。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

お答え申し上げます。 

限度額はいくらかという部分については、今回の第２表で補正してございますけども、

137,639,000 円、これが平成 30 年度の本町の場合の臨時財政対策債の限度額というこ

とになります。ですが、臨時財政対策債につきましては、委員さんおっしゃるとおり、

その交付税との絡み、交付税との絡みといいますのは、本来、地方交付税、普通交付税

で交付するべき額の一部を起債という形で振り分けて、その市町村に起債をさせて、後

年度で、その元利償還分を交付税、毎年、交付税措置させるということで、国にすれば

丸々満額交付するよりも少ない額で収まるという、国の財政運営上の制度でございます。

その額、どういう率かという部分につきましては、国の交付税の予算、それから、この

臨時財政対策債の予算の枠内で運用してございまして、一定の、これそれの率とかとい

うルールで運用しているものではございません。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

分かりました。 

次ですけども、この調書の中で、たぶん、いろいろな形で地方交付税措置のある地方

債があるのではないかなと思います。この普通債と災害復旧費、その他で区分になって

おりますけども、この表の区分でいいますと、この地方交付税の措置のある地方債は、

どれとどれに交付税措置がなっているのか、お知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 
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総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

この表ですけども、ご質問の件につきましては、３番のその他の部分については全部

交付税措置がございます。それから、２番の災害復旧についても交付税措置がございま

す。１番の普通債については、これは予算上の区分でございまして、例えば、教育で見

ますと、この中には学校教育施設整備事業債とか、いろいろなメニューがございます。

ものによって交付税措置があるものないもの混在してございます。それから、あっても、

例えば、25 パーセントとか低いのもございますし、国の補正予算で対応した、そうい

ったものなんかは一般的に交付税措置が高いです。そういったのが混在していますので、

すみません、今、ここで、１番についてはどれというように区分できる整理になってご

ざいませんので、よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

災害復旧費全部と、あと、その他の地方債は全部入っているというような理解でよろ

しゅうございますね。 

それから、このお借りしたお金は、起債したお金には必ず利息がつくと思うのですが、

今、公的資金、それぞれの起債の中身で違ってはくると思うのですが、公的資金と民間

資金のものが入っていると思うのですが、利率は大体、公的資金の場合と民間資金の場

合はどのような利率になってくるでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

利率につきましては、例えば、29 年度決算で申し上げますと、政府の財政融資資金

ですと、例えば、辺地債等ですと 0.01パーセント、それから、造林事業が借りており

ます政策金融公庫の資金ですと 0.3パーセント、その借りる額によっても変動したりし

ます。それから、民間資金については、通常、政府資金よりは高くなってございますが、

１パーセントは切っている状態で借りているのが実態でございます。 

それから、先ほど答弁を保留しておりました起債の交付税の関係ですけれども、現在、

29 年度決算で償還金、元利償還金に含まれる基準財政需要額、算入見込額というのは

7,360,000,000円ほど、大体 74億弱の算入額となってございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 
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柴田勇雄委員 

そうしますと、私、この表の方だけで見ているのですけども、地方債の残額が

8,210,000,000円ありますよと、見込額になりますよと、そうしますと、こういったよ

うな地方交付税措置がなされた場合で 7,360,000,000円程度という形になるのですか。

実際に本来の残額がどれ程度になるかをお知らせ願いたいのですが、私、もう少し落ち

るような感じがしますけども、もう一度、計算して教えていただければ有り難いです。 

 

柴田勇雄委員 

委員長、すみません。もう少しお聞きしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

はい。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

これは副町長にお伺いしたいのですが、今、元金のことをお話していたわけですが、

このように繰上償還するというようなことは、一定の財政的な余裕がなければ、こうい

ったような繰上償還ができないというようなことが考えられるわけです。したがいまし

て、今後、この財政調整基金等の関わりも、たぶん出てくるのではないかなと思ってお

ります。こういったように、何かの大きい事業をやれば、こういったような起債が導入

されて事業が進展していくわけですが、一方、そういったようなものは返していかなけ

ればならない。そしてまた、どんどんと起債が膨らんでくるような部分、そういったよ

うなもので、こういったような繰上償還金が出てくるのではないのかなと思っています。

こういったような繰上償還することによって、今後、そういったような財政の見通し

等々についての財政運営、こういったような部分が出てくるのかどうか、この影響とか

効果、そういったようなものが、どのような形になっていくのか、その内容について、

お知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

お答え申し上げます。 

今回、繰上償還ということで、140,000,000円ほど繰上償還をさせていただいた部分

でありますが、これにつきましては、今現在は、こういう剰余金が出た場合の処理とい

たしましては、今までは公共施設整備基金に積み立てをしながら、これは将来の、そう

いう公共施設の整備に充てていく財源としての確保ということで、これまでも努めてま

いりまして、そういう中に、今、現在 32億ほどの公共整備基金となっておるものであ

りますが、この中に、一方では、起債の額も、ここ数年、江刈小学校であったり、ある
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いは葛巻病院であったり、簡水等々が大きな工事等も進めておりますので、そういう中

に、起債残高も 28年度で約 77億ほどになってまいりました。併せて、今、役場庁舎の

建設も計画しているわけでありますが、それらを含めますと、起債総額というのが約

100億ほどになってくるというような見込みにもなっておるものであります。そうしま

すと、そういう面からした場合に財政の指数、実質公債費比率とか、今後、上昇してく

る部分がありますから、そういう部分を両面から調整もしていかなければならないとい

う考え方で、今回、繰越財源が出ましたので、そういう財源を活用もしながら、今回の

繰上償還をしながら、そういう財政運営上しっかりと健全財政を維持していくという観

点の中で、そういう財政指標といいますか、これらの上がってくる状況がございますの

で、今後、そういったような部分を調整しながら進めていかなければならないというよ

うな観点で、起債の繰上償還を新たに今度は対策として進めたということでございます。

したがいまして、これからも起債の額も上がってくることが予想されますので、両面か

ら、全体的な財政運営上はしっかりと見込みを立てながら、このような調整も、財政上、

調整も図ってまいりたいと、このように思っておるところであります。いずれ、剰余金

等々についての財政法上の規定もあって、剰余金の２分の１は財調、あるいは減債基金

等に積み上げるというような基本もあるわけでありますが、それらも含めながらではあ

りますけれども、今後のそういう剰余金等々の対応については、今後は繰上償還も含め

て対応してまいりたいと、そして、今後の財政運営上の指標等についても、しっかりと

適正な方向にもってまいりたいと、このように考えているものでありますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

先ほど保留にしていた交付税の算入額の関係ですけども、先ほどの 73億につきまし

ては、一般会計、特別会計、全額含めた額でございます。一般会計分といいますと、今、

把握がなかなか難しい状況ですので、ご理解賜りたいと思います。交付税は、一般会計

分、あるいは事業会計分もすべて、ひとつの計算で計算になります。例えば、衛生費に

ついては下水道部の部分、あるいは水道部分の交付税、事業分の交付税参入もあるわけ

ですけども、それらも、すべて衛生費として計算されまして、そのトータルを一般会計

で受けるシステムになって、区分ということになりますと詳細な計算が必要になります。

そういった中で、総額で 7,380,000,000円くらいの交付税を受けているという中で、29

年度決算で申しますと、起債、一般会計、特別会計、すべて合わせた残高が

13,188,000,000円ほどです。ですので、割合にしますと56パーセントほどになります。

これは、事業会計の方でどのくらい、その事業をやるかによって増減するわけですけど

も、大体 55、56というあたりが目安かなというように見込んでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 
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柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

数字上は、ここの 15ページにある起債が 82億というような形で、だいぶ、この金額

が大きいというように思われますけども、そういったような財政措置があるというよう

な、差っ引きいたしますと、実質的にはこのくらいになりますよという、やはり説明も

あれば、よほど気持ちとしては違いますよね。そういうような意味でお伺いしましたの

で、もう少し計算した暁には教えていただければ有り難いなと思っていますが、今日は

とりあえず、まず、分かりました。いろいろなものが入っているというようなことでご

ざいますので、委員長、どうもありがとうございました。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 24号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第 24号、平成 30年度葛巻町一般会計補正予算（ 第２号 ）は、原案のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 24号、平成 30年度葛巻町一般会計補正予算（ 第２号 ）は、原

案のとおり可決されました。 

次に、日程第３、議案第 25号、平成 30年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算（ 第１号 ）を、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 25号を採決します。 
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この採決は、起立によって行います。  

議案第25号、平成30年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（ 第１号 ）

は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 25号、平成 30年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（ 第１号 ）は、原案のとおり可決されました。 

次に、日程第４、議案第 26号、葛巻町立学校設置条例の一部を改正する条例を、議

題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 26号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第 26号、葛巻町立学校設置条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 26号、葛巻町立学校設置条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。 

次に、日程第５、議案第 27号、産直ハウスほすなある条例の一部を改正する条例を、

議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

今回の産直ほすなあるの条例の一部改正ですが、題名も、このように生産物直売施設

条例というように直っているわけですが、あと、中身についても、名称が産直ハウスく

ずまき高原というようなものに変わっております。それから、別表の方では、このよう

に、また、名称も変わっております。この生産物直売施設、このように題名も変更して、

名称も変更するという、今回の改正にあたっての理由は、どのようなことから、このよ

うな改正に至ったのか、お知らせをいただきたいと思いますし、それから、このレスト

ラン部門の整備計画はどのようになっているのか、お知らせをいただきたいと思います。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 山下弘司君 ） 

お答えいたします。 

名称変更の関係についてでございますが、今回、道の駅くずまき高原と同じ名前に合

わせるような形で、産直ハウスくずまき高原に名称を変えるということで、ご提案して

いるものでございます。 

これは、平成 11年６月に当施設が営業を開始して、産直ハウスほすなあるというこ

とで営業してきたわけですが、来客されたお客様から、ほすなあるという意味がどうい

うことかということで問い合わせ等が多くあったということでございます。ほすなある

自体の意味は、干した菜っ葉、それが葛巻の伝統食的な形で味噌汁の具等に使われるわ

けですが、そういった干し菜に由来して田舎の食材がある、それから、お客様が欲しい

ものがある、それから、産直の星になるというようなことから、ほすなあるというよう

な名称をつけたということを、随時、その問い合わせがあったたびに、そういったこと

を説明しなければならなかったというようなことが、これまであったということでござ

います。管理する側で、そういったことを紙に書いて由来を説明するような、そういっ

た形でも努めてきたということですが、なかなか、ほすなあるというのが、どこの産直

かというのが分かりづらいという話もございまして、そういった部分を抱えながら営業

してきたということでございます。 

今回、20 年あまり経過した中で、今、維持修繕に係る工事を中心に改修を進めてご

ざいまして、今月いっぱいで工事が完了するようなことになるわけですが、この中の、

その部分で一部、用途的に変わる部分がございます。これまで食堂として活用してきた

部分を、今回、特産品等の売り場に改修するというようなこともございまして、これま

でに管理してきた中では大きな改修になる形になりますので、このリニューアルする機

会を通じて、名称も併せて一新した形で名称を変える形にしたいということで考えての

ご提案でございます。 

くずまき高原という名前につきましては、道の駅自体がくずまき高原であること、そ

れから、隣接して、畜産開発公社でくずまき高原牧場を運営している形もございますの

で、そういった一体感ができる形になりますので、町の玄関口としての拠点施設として、

観光の視点からも、そういった統一した情報発信の場というようなことで、効果が期待

されるということで、今回、こういった名称を変える形に考えているものでございます。

よろしくお願いします。 

レストランの関係ですが、今回の改修で、これまで食堂として活用してきましたとこ

ろを特産品の売り場のスペースに改築される形になります。それで、それとは別に、今

まで使われてきました、ほすなあるの建物と隣接するような形の場所に新たにレストラ

ンを建設するという方向で検討していまして、昨年はどこに造ればいいかというような

形の調査等を実施しておりまして、現時点では道の駅の奥、公園側のところが、一番経

費的にはかからないで整備が可能なところではないかということでの調査が出ており
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ますので、今年度は、それを踏まえながら、実施設計等に向けての調査を行う形で予定

しているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

そうしますと、先ほどは題名の部分については触れていないような感じがしましたけ

ども、前の条例ですと、直接、産直ハウスほすなある条例というような題名で使って、

今回は生産物直売施設というような名前を使っていますね。例えば、後年度に、今のお

話ですと、レストラン部門等の計画もあるやに伺っているわけですが、この条例の中で

規定していくものか、あるいは新設になったレストランについては新たな条例でもって

整備していくのか、その方向性については、どのような考えでしょうか。生産物直売施

設といいますと、もう名称とは切り離された、いくらでも、これに追加していけるよう

な私は条例に考えていまして、こういったようなものに条例で規定していくのか、その

辺で題名もあえて変えたのかなと、このようには思っていたのですが、その内容につい

て、お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 山下弘司君 ） 

お答えいたします。 

産直ハウスほすなある条例として、これまで産直ハウスほすなあるという個別の施設

の設置条例でございました。今回、改正において、条例名を生産物直売施設条例に改正

する考え方でございますが、これは、産直ハウスくずまき高原以外に他の場所にも産直

管理施設を設置する場合において、今、委員さんご指摘のとおり、本条例を運用した形

で対応していきたいと、そのように考えているものでございます。 

産直施設につきましては、地元で生産される新鮮な農産物や加工品、それから、生産

者が自ら直売をしながら、消費される方々と交流する、そういった大事な、重要な役割

を持った施設にもなってございますので、交流人口の拡大を目指す町といたしましては、

今後も複数の産直管理施設の整備は十分進めていかなければならない、そのように考え

ているものでございます。現時点では、どこにという形の具体的な計画はないわけです

が、例えばですが、町の中心部や、それから、現在、新たに庁舎建設を進めている計画

があるわけですが、その周辺のところなどにも産直関連施設を整備していければと、そ

のように思っておりますので、そういった形で検討していければと、そのように考えて

いるところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 
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ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 27号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第 27号、産直ハウスほすなある条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 27号、産直ハウスほすなある条例の一部を改正する条例は、原

案のとおり可決されました。 

次に、日程第６、議案第 28号、財産の取得に関し議決を求めることについてを、議

題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 28号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第 28号、財産の取得に関し議決を求めることについては、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 28号、財産の取得に関し議決を求めることについては、原案の

とおり可決されました。 

次に、日程第７、議案第 29号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。なお、本案は人事案件でありますので、質疑は私生活に

わたらないよう、ご注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論を省略して、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 29号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第 29号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原

案のとおり適任とすることに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 29号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることに

ついては、原案のとおり適任とすることに決定しました 。 

次に、日程第８、議案第 30号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。なお、本案は人事案件でありますので、質疑は私生活に

わたらないよう、ご注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論を省略して、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、議案第 30号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

議案第 30号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原

案のとおり適任とすることに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 30号、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることに

ついては、原案のとおり適任とすることに決定しました。 

ここで、11時 15分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １１時００分 ） 

（ 再開時刻 １１時１５分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

次に、日程第９、認定第３号、平成 29年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定につ
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いてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

歳出の 77ページでございます。 

真ん中あたりでございますが、13 のところの委託費ということでございますけれど

も、施設の管理費等の委託でございますけども、この部分については、皆さんも道路端

にあって分かっていると思いますけども、何年か前に私も一般質問しましたけども、運

営すると月に約 700,000円くらい赤字が出るということですけども、これから先に何か

の工夫があるのかどうか、そこを聞きたいなと思っています。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 山下弘司君 ） 

お答えいたします。木質バイオマス施設の管理委託の関係でのご質問と受け止めて、

お答えさせていただきます。 

当該施設は、平成 16年から 17年にかけて整備して、木質の燃焼試験等を実施した施

設でございまして、試験自体は 16 年から 20 年度で実証試験を終わって以降、21 年４

月に町の方に無償譲渡いただいて、町の方で管理をしてきている施設でございます。こ

の施設は、今、委員さんお話いただきましたとおり、試験を終わった以降は、維持費の

関係から運転は中止してございます。その当時の年間の経費ということで試算したもの

からいきますと、運転をした場合は 17,000,000円くらいの経費がかかる形になってご

ざいます。そして、運転して得られる発電の見込みが大体 2,600,000円から 3,000,000

円くらいの電気の発電になるということで、収支的に稼働していくのが難しいというこ

とで、今は休止してきてございます。 

現在は、発電したものは公社の方の施設に電気が供給できるような仕組みにはなって

ございますが、こういった施設の場合は、電気のほかに、もうひとつ出てくる熱を活用

することで、もう少し、それでも収支的には厳しいという形にはなるようですが、いつ

も利用できるような形になれば、運転もまた可能性が出るという形にはなっている形に

なってございます。ですが、今のところは、そこで発電して、そこで発生する熱をうま

く利用するような施設が決まっていないといいますか、そういった状況でございまして、

運転は休止して、視察者等には、こういった施設で、木質のバイオマスの施設として展

示的に見せて、見学者に紹介するというような形での施設の利用に止めている状況でご

ざいます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

姉帯委員。 



１８ 

  

 

姉帯春治委員 

今、年間、こう見ると、五十何万くらいかかっているようでございますけれども、中

身を見ますと、ほとんどは消防の点検費の方に主にかかっているようでございますので、

ずっと、このままの状態にしないで、もし活用ができるのであれば進めるべきではない

かなと思っておりますので、その点を今後考えていただければなと思っております。終

わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 山下弘司君 ） 

お答えいたします。 

施設は公社のプラトーの下の位置に建設されていますので、以前は公社のプラトーの

方に熱を供給できるような仕組みが組めないかというようなことでの検討した時期も

ございますが、かなりの事業費が、配管等の関係でかかる形になるというようなことも

ございまして、断念した経緯もございます。あそこの施設から利用可能ということであ

れば、椎茸ハウスとかといった施設がありまして、そこで、熱等の関係が、今、専用に

ボイラー等は設置になっていますので、そちらの方では、現時点では必要としていない

ような状況にはなっているわけですが、今後、そういう部分で活用ができるようであれ

ば、そういった部分も含めて検討できればと考えますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

説明書の 36ページなのですが、決算ですので、町民税、固定資産税の普通税の現年

課税分で、その徴収率が 99パーセントというようになっております。28年度の実績は

99.1パーセントになっています。29年度の県の平均徴収率は 99.1パーセントというよ

うなことで、県の平均徴収率から比べますと若干、0.1パーセント少ないものの、監査

委員からの審査意見書でも高評価となっております。私も、このご努力に対しては同感

でございます。この町民税、固定資産税、ご承知のとおり、自己財源については非常に

貴重な税金なわけでございまして、このように目標も徐々に上がってきております。県

の平均徴収率も決して高いわけではないのですけども、少なくても、このくらい頑張っ

てきておりますので、県の平均徴収率以上は、ぜひ上回ってほしいなというようなのが

本音でございます。こういったような努力なのですが、どうにかして、年々このように

努力をしてきて積み重ねてきておりますので、一定の県平均の徴収率以上を目標に、ぜ

ひ頑張っていただければなと思っているのですが、今後の意気込みをお聞かせいただき
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たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

ただいまの質問に、お答えしたいと思います。叱咤激励のご質問というように受け止

めてございます。 

税金の徴収につきましては、こちらの説明書の資料の方にもございまして、現年度分

については、大体、県平均のあたりで推移してきておりまして、昨年、僅かでしたが、

県平均を上回るというようなことにもなってございます。477,000,000円ほどの現年分

の課税ということでございますので、残り、あと１パーセント弱ということになります

と、4,700,000円くらいが未納となったということでございます。かなり額的にも少な

くなってきておりましたので、そういう部分につきましては、今年度、特に進めており

ます部分は、納期限までに納めましょうということで、ほとんどの、９割を超える、99

パーセントのうちの９割を超える方々が納期限、それぞれの決められた期別の納期限に

納めていただいております。残り１割くらいの方々が、納期を遅れながらも納めていた

だいている、年度内に納めていただけなかった方が１パーセントくらいあるという、そ

ういう状況でございますので、納めていただいている方々との公平感といいますか、し

っかり納めていただいている方と、遅れている方、あるいは納めていただいていない

方々の間の不公平感というのがあろうかと思いますので、そういったものも解消してい

きたいということで、まず、納期限に納めていただきたいということと、納期を遅れた

場合には、法律に基づいた延滞金等もいただくということにもなりますというようなこ

とを、今、周知等も進めてございます。 

来月、10 月号の広報では、そういった部分もお願いしたいということで、１ページ

ほどページをいただいて、今、その辺の作成をしておりますが、そういったことで、な

るべく期限内に納めていただくということを推進することによって、全体としての徴収

率も上げていきたい、あるいは、今年度からはコンビニ納付等も実施してございますが、

そういった部分でもコンビニ利用の部分が増えてきておりまして、納めやすい環境とい

う部分にも取り組んできておりますので、そういったものが効果を上げまして、期限に

納付するのが通常だというような意識も持っていただけるようにも取り組みながら、そ

のことによって、最低でも県平均は上回っていくような、そういう取り組みにしていき

たいなと思っております。 

また、国保税の方については、県平均もだいぶ上回っておりまして、そういう状況も、

３パーセントほどでしょうか、現年分で 97.3ということで、県平均が 94ということで

すので、３パーセントほど国保については上回っておりまして、そういう部分がありま

すので、国保税も含めた全体として、県平均を上回っていくような取り組みを今後とも

進めていきたいというように考えてございます。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

分かりました。さらなるご努力をお願いを申し上げたいと思っております。 

また、不能欠損でございますが、この３年間、不能欠損が全くなしというような状況

のようですね。内容を見てみますと、平成 20年以前の滞納繰越も見受けられるわけで

ございまして、そういったような中で、29 年度決算ではなしというようなことなので

すが、その前の２年分もなしというような内容のようでございますが、不能欠損が見当

たらないのか、それとも、あるけどもやらなかったのか、その辺のところは、どのよう

な理由から、そういうような事例はなかったのかどうか、内容をお知らせいただきたい

と思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

不能欠損について、ここ３年ほど実績が出ていない状況になってございます。これに

つきましては、滞納につきましては、いろいろなケース等もございまして、不能欠損に

する場合の資産があるかどうかというような、税金を納めるための資産、資力があるか

というような部分の調査、不動産だけではなくて、預金ですとか、いろいろな全体的な

仕事の関係ですとか、そういった調査を行った上で納められないのではないかというよ

うなケース等については不能欠損と、３年の執行停止を通常して、４年目に不能欠損に

なるということでございますので、その間に、基本は３年間ありますので、４年前くら

いに、そういう執行停止をしたものが、３年経って不能欠損というのが通常のケースに

なっておりますので、そういった部分での財産調査とか、そういった部分がしっかりと

できなかった部分等も、いろいろな業務の中で、あるいは職員の途中での休みとか、そ

ういった部分等もあったりする中で、行き届かなかった部分もあったのかなという部分

もございますが、そういった中で、このような状況にもなってございますが、今後につ

いては、機構に派遣した職員等が、そういった部分のノウハウについても、かなり身に

つけてきている部分もございますので、そういった部分についても、今年度、処理すべ

く進めているところでございますので、今後、そういうものも上がってくるものという

ように考えてございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

分かりました。 
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次に、説明書の 42ページですが、住宅使用料で 175,200円、諸収入の教員住宅使用

料で 45,600円の各１件ずつの収入未済額が計上になっております。税金のほかに、こ

のように収入未済額が計上になっているのが非常に目立つものですから、お伺いするわ

けですが、この原因と回収方法はどのようにお考えになっているのか、お伺いをいたし

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 中山優彦君 ） 

42 ページの 175,200 円の部分について、これは町営住宅の部分でございますけれど

も、既に現在は納めていただきましたが、これまでといいますか、３カ月に一度、毎月

のように徴収の内容は確認しているのですけども、３カ月に一度ほど通知を出している

というようなことをやっております。この場合は、この方お一人なのですけども、なか

なかスムーズに納めていただけなかったということで、なんとかお願いをして、全額を

納めてはいただきましたけども、今後、このようなことがないように、また、努力をし

てまいりたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会事務局次長（ 石角則行君 ） 

ご質問のありました 42ページの諸収入、教員住宅使用料の未納の件について、ご説

明申し上げます。 

この件は、１人１件ということでございました。結果として、この６月に収納を済み

まして、解消というようになっております。この方につきましても、３月、４月時点で

納付の約束を取りつけまして、５月末までに完納していただけるということでしたが、

どうしても５月になって、ギリギリになってから、いろいろな事情がありまして、あと

１カ月猶予をくださいということで、致し方なく、そのことの理由を認めまして、１カ

月遅れたものでございます。この遅れ等につきましての取り組み対策は、建設水道課等

と同じに、３カ月に一度、こちらの方でも収納状況を確認いたしまして、これについて

催告の手紙を出したりとか、あとは呼び出しをしまして、きちんと納付計画をとるなど

の手立てをいたしまして、未納、遅れのないように指導してまいります。今後とも、こ

のようなことのないように、この住宅料につきましても、入っている方と協議して、相

談させていただきながら、適正な納付について取り組ませていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 
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柴田勇雄委員 

あまり高額ではないのですけども、やはり３月末とか、あと、決算時期になりました

ならば、こういったような部分のものがあれば、少額でも、やはり、きちっとした整理

をしておくような体制づくりが必要かと、このように思っておりましたので、あえて質

疑をさせていただきました。 

それから、次に、説明書の 45ページの部分で、一般会計の不要額の調書が出ており

ます。現年度分と繰越明許のこの合計を合わせますと、実質不要額で 493,000,000円ほ

ど、あと、支出率で 85.9パーセント、このような数値になっております。この数値は、

例年との決算と比べて、どのような数値になっているのか。そしてまた、自己分析した

場合には、この不要額調書、支出率 85.9パーセントというのが妥当な線なのかどうな

のか、どのような自己分析をしているのか、お知らせいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

不要額につきましては、例年と概ねは同じくらいですけども、やや高くなってござい

ます。去年につきましては、病院建設にあたっての繰り出しがございまして、そこの部

分は工事費等の圧縮で支出が圧縮されましたので、そこの部分の不要額が少し多く出て

おりまして、不要額の全体を膨らましているのが主ですけども、少し多めです。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

次に、説明書の 49ページの部分ですが、ふるさと納税寄附金が 10,767,000円ほど入

っています。前年度と比較してみますと、延件数でも減っているようなことでございま

すが、その前年度の方と比較しての減額になっている要因等については、どのような形

で少なくなっているのか、前年度はあまりにも多かったのかどうか、29 年度は平常の

寄附金というような形になるのかどうか、いろいろあろうかと思っております。 

それからまた、最近、このふるさと納税の返礼品、これが総務省の方で非常に気を使

っているようでございまして、特に、この返礼品は寄附金の 30パーセント以内とか、

今日の新聞にも出ておりましたね。そういったようなもので、本町では問題はない新聞

記事にはなっておりましたけども、このような 30パーセント以内の返礼品になってい

るのかどうか。あるいは、この返礼品について、どのような返礼品でお返ししているの

か、その内容について、お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 
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総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

まず、ふるさと納税の実績でございますけれども、ふるさと納税トータルで

10,000,000円ちょっとになってございます。この額は、28年度は 25,000,000円ほどだ

ったのですけども、これはテレビ放送等の影響がございまして、一回にどんと増えた経

過がございまして、そこの部分は特別な部分で、それと比べると半減したような格好で

はございます。傾向としましては、それ以前と比べますと、大体それ以前は、少なくみ

ても 3,000,000円とか、5,000,000円とか、少し多くても 6,000,000円、7,000,000円

程度で、平均 5,000,000円くらいの実績でございます。そういった部分では、そのテレ

ビ放映以降、大体 10,000,000円くらいは確保できるような感じで推移してございます

ので、いろいろな情報発信等の取り組みの効果も出ているのかなということで、今後も

10,000,000 円、あるいは 8,000,000 円前後で推移していくのかなというように思って

ございます。 

それから、返礼品の関係ですけども、返礼品については、おっしゃるとおり当町でも

見直しました。それまでは、総務省の通達が出る前までは、うちの方としては、考え方

としては、大体、ご寄附をいただいたものの２分の１、半分程度の率でお返しできれば

なということで取り組んでまいりました。そういった中で、３割という制限が出て見直

しまして、今、実態とすれば、平均で 28パーセント弱、それ以前は、５パターンの返

礼品を用意していたのですが、それを 5,000円刻みにして、９パターンを作ったのです

けども、いずれの組み合わせでも 30パーセントを切っておりまして、平均で 27.9パー

セントということで取り組んでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

返礼品はどのようなものを使っているかというようなことは、お答えいただけなかっ

たのですが、再度お伺いいたしたいと思います。 

また、この返礼品として品物が届くわけなのですが、寄附者からの評価、有り難かっ

たとか、あるいは、ものすごく良いものを頂戴したとか、そういうような葛巻町の返礼

品の人気度といいますか、そういったようなものは、どのように評価しているのか、た

だ送りっぱなしなのか、その辺あたりのアンケートみたいなのをとっているのかどうか、

お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 
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返礼品の品物、内容につきましては、特産品であります、岩手くずまきワインのワイ

ン、それから、高原牧場の乳製品、牛肉等の組み合わせでございます。そのうち、それ

ぞれ単価が違いますので、それを、例えば、30,000円コース、50,000円コースという

ように分けて、全部で９コース作ってお送りしている状態でございます。 

申込みのところに、その感想といいますか、アンケートとか、そういったものも記載

してもらうようにしてございます。書いてくださる方、書いてくださらない方があるわ

けですが、書いてくださる方は、葛巻のワインに興味があったとか、あるいは、前にワ

インを飲んで美味しかった、それから、高原牧場に遊びに行って、アイスクリームが美

味しかったとか、肉が美味しかったとか、申し込んでいただく方ですので当然ですけど

も、喜んでいただいている、そういった評価といいますか、メッセージ等をいただいて

いるという状況でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

分かりました。 

次に、説明書の 69ページに地域おこし協力隊の方、５人の活動の部分が載っており

ます。我々には具体的な、地域おこし協力隊の皆さんの頑張りがなかなか把握すること

ができませんので、ここでお伺いをいたしたいわけですが、現在、29 年度分では５人

の方が協力隊として葛巻町の発展のためにご尽力をいただいているわけですね。くずま

き型の観光コーディネーターとか、あるいは、高校の魅力化とか、高原牧場の観光とか

製品開発とか、あと、くずまき型の酪農構想実現とか、こういったようなものに尽力し

ていただいているわけですが、それぞれの担当分野で、やはり協力隊の方の尽力ぶりを

少し中身を教えていただきたいと、そしてまた、今後、こういったようなものが継続す

べきなのかどうか、その点についてもお知らせをいただきたい、このように思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

今、決算資料の方は５人の協力隊の職務等を載せてございます。30 年４月１日から

は、もう１人、グリーンテージの方にも配置させていただきまして、全部で６名お願い

してございます。 

一口で申しますと、例えば、くずまき型ＤＭＯ観光コーディネーター、これにつきま

しては、今、町でＤＭＯ事業を進めているわけですが、それの事務局として、あるいは

観光部分のホームページを作っていただいたり、いろいろな観光パンフレット等をリニ

ューアルしていただいたりして、その観光部分について進めてもらってございます。 

それから、高校魅力化コーディネーターにつきましては、一番は山村留学生の制度の
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普及、生徒のお世話といいますか、そういった部分に大きな力を発揮してもらっていま

す。今、生徒さん方は、この高校魅力化コーディネーターをひとつの相談相手といいま

すか、そういったような立場でも頑張ってもらっております。 

それから、葛巻高原のお二人ですけども、公社牧場内はもとより、いろいろなイベン

ト、町外、県外等にも常に同行して、今では、それぞれの担当を任せられるくらいに独

り立ちしている方もいらっしゃいますけども、そういった感じで、高原牧場の特産品等

のＰＲ、販売等の活躍をいただいております。 

それから、くずまき型酪農構想実現コーディネーター等につきましては、今、正しく

葛巻酪農構想を進めておりますけども、それの推進母体でございます協議会の事務局と

して、今は特にも酪農家等が大型化を進める取り組み、あるいは法人化する取り組みと

か、そういったのが出てきているわけですけども、そこの実際の実務、事務等に、農家

の方に入って指導、相談相手、あるいは町、公社、農業公社とのつながり役等をしても

らってございます。 

また、参考までに、グリーンテージのパティシエについては、今までは、いわゆるス

イーツ、あるいはケーキという部分について、グリーンテージの方で商品として取り扱

っていなかったわけですけども、それを開発していただきまして、近い将来に、そうい

ったものを商品として提供するような、そういった段取りで、今、グリーンテージの新

たな魅力のひとつに加わるような形で進めたいということで、頑張ってもらっています。 

こういった形で、それぞれ専門分野で活躍していただいておりまして、こういった魅

力の積み重ねで、町外、県外からもお客さんを呼べるような、そういう町にするための

ひとつの形にしていきたいということで、今後、これからスポーツツーリズムとか、い

ろいろなのがあるわけですが、そういったような部分についても可能性等を検討してい

ければなというように思ってございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

活動状況ですから、分かりました。 

では、次に、教育委員会の関係についてお伺いいたしたいのですが、今回の議会に入

る前に事務事業の点検・評価報告書というものを頂戴しております。これをもとに 29

年度の事業について、質疑させていただきたいと思います。教育委員会の事務事業の点

検・評価、Ａ、Ｂ、Ｃで評価になっております。この教育委員会の事務事業全般にわた

っての点検・評価シートでございますが、まず、これを教育委員会として評価のものを

全般的に見た場合にどのような、これに対しての所見を持っているのか、まず、教育長

から、その点について、お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育長。 
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教育長（ 吉田信一君 ） 

お答えします。 

項目的には、Ａもあれば、若干Ｃもあります。でも、総体的には、おおよそ良い状況

にはなっているかと思いますので、特に今回Ｃが出ている分で、児童福祉施設の充実適

正化という部分については、現在、就学前教育のあり方検討委員会をもとに、今後の保

育園等の施設のあり方について検討しているところでありますので、今後、来年度に向

けて、さらに、その部分については良い状況になっていくというように考えております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

それでは、この評価書の中で、Ａ、Ｂ、Ｃで評価しているわけで、この中で、唯一評

価がＣというのが１項目、５ページにございますね。このＣというのが、ものすごく目

立つのですよね。中身を見てみましたならば、児童福祉施設の充実適正化の分野です。

たぶん、これについては、その老朽化した園舎がものすごく影響しているだろうなと、

私はそのように思っているのですが、この部分については、具体的な今後の園舎の老朽

化の対策については、どのようにお考えになっているのか。また、災害時のみならず幼

児に対する、例えば、エアコン等を保健室につけるとか、そういうような対応等につい

ては、どのようになっているのか。こういったようなことの災害時の対応等も踏まえと

いうようなことにあるのではないのかなと思っているのですが、こういったようなのが、

各保育園にも整備になっているのかどうか、お知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会事務局次長（ 石角則行君 ） 

お答えいたします。 

まず、このＣの評価の部分でございますが、この上の部分にもＣというのは、評価の

部分の基準というように書いていますが、次年度以降、引き続き改善を要するという部

分で、決して悪いという部分ではなくて、やっているのですが、まだ改善に至っていな

いという部分で、内部評価といたしましてＣというのを改めてつけさせていただいて、

全くしていないということではございませんので、そこの部分は改めてご説明させてい

ただきます。 

今、ご質問のありました、園舎の部分につきましては、老朽化というのは、こちらの

方で分かっている状況でございまして、先ほど教育長がお答えしたとおり、今年度から

就学前の教育についての検討委員会ということで、庁舎内で室長級をそろえまして、幹

事会と、そして、課長級、副町長を委員長に委員会というものを設置いたしまして、ど
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のような方策でということで、庁舎の建設、あるいは建て方についてということも含め

て検討をしている状態でございます。 

その中で、こちらのアンケートにも、昨年３月にも説明を申し上げておりましたが、

保護者アンケートをとって、保育園についてはとっております。その評価に基づきまし

て、どのような希望があるかというのを、まず、人数把握をいたしまして、そのことを、

現在、その調査に基づきまして、就学前教育の幹事会、そして、委員会の方で、その評

価をしながら、今後どのようなあり方がいいかということは検討中でございます。 

先ほどご説明のありました、庁舎のエアコンであったり、あるいは網戸であったりと

か、やはり風を通して、虫が入ってこないようにとか、今、そういうような対策等もで

きてある状態ではございません。早急にエアコン等は、葛巻であれば昔は暑さもそんな

にということでしたが、今の暑さは葛巻町ではかなり酷いものがありまして、今後、エ

アコン等も含めて、全室ではなくても対応は必要だなという意見は幹事会、委員会等で

も上がっておるものでございます。また、園長会議においても、今後の方策について検

討中でございます。 

また、総合的に園児の出生数と併せまして、今後、どのように葛巻町に幼児教育、幼

児施設が配置されていけばいいのかということも含めまして、現在、検討中でございま

すので、そういった町民のアンケートを踏まえまして、内部検討をいたしまして、そし

て、有識者の意見も踏まえまして、今後とも、この幼児教育について、しっかりと考え

を持っていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

保育園の老朽化の問題につきましては、今、具体的にどのような計画になっているの

か、建設順になっているのか、老朽化している順番になっているのか、その見通しにつ

いて、お伺いをいたしたいと思います。まず、この園舎の老朽化は早急に改善すべき問

題ではないのかなというように思っておりますが、優先度の高い、この建設順番はどの

ような形になるでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会事務局次長（ 石角則行君 ） 

老朽化につきましては、今４保育所あるわけでございますが、30 年以上経って、す

べての園舎が古い状況だというのは十分把握している状況でございます。その建設の順

番につきましても、一番古い順からというようになるものか、あるいは、どこに、どの

ように建てたらいいか、例えば、今、建っている施設、例としていいますと、小屋瀬保

育園、江刈保育園等が河川の側にあるということで、危険を感じているということは父
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母等からも、地域住民からも以前から言われている問題でございます。昨今の災害等を

見ても、かなりの水増し等がございまして、想定し得ない災害が起きた場合、そのよう

なときに大丈夫なのかということでも考えておりまして、その場所等につきましても含

めまして、今、検討中ということでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

例えば、こういったような保育園が、もう老朽化しているというのは、誰も認識して

いることですよね。現在、その整備計画が具体化になっていないということは、前に進

まないことなのですよね。私は、そう思うのですよ。例えば、早急に、こういったよう

な整備計画がないまま整備しますと、また大変なことになるのではないかなというよう

なことです。したがいまして、この整備計画はきっちりしたものを持っていなければ、

いつまでも私は後対応になるような感じがします。こういったようなものを、もう少し

きちっとした整備計画を町の総合計画の中ではっきり打ち出していくことが極めて大

事ではないのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育長。 

 

教育長（ 吉田信一君 ） 

整備計画も含めて、現在、就学前教育あり方検討委員会の中で、今後、どのように整

備していけばいいのかという部分を検討しているところでございますので、至急、教育

委員会としても、この後の方針等についてご説明できるようにしていきたいというとこ

ろで、よろしいでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

次に、同じ５ページの中で、乳児保育の充実と病児・病後児保育の実施を検討してい

きたいという項目、教育委員会の今後の方針があります。これも、親御さんにとっては

切実な、早くやっていただきたい事項ではないのかなと、このように思っております。

具体的に、この検討をしていきたいだけでは終わらないものではないのかなと思います

が、この乳児保育のどのような形での充実を考えているのか。あるいは、病後、病児・

病後の保育についての、この実施はいつからやっていくのか、その点について、お伺い

をいたしたいと思います。 

 



２９ 

  

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会事務局次長（ 石角則行君 ） 

ただいまの委員の質問について、お答えします。 

乳児保育の充実ということにつきましては、前々から様々な場面で、いろいろな調整

の会議でも言われてきたところでございますし、先ほど申し上げました、３月のアンケ

ートの部分にも、やはり就労しているお母様方、共稼ぎのご家族が葛巻でも多くなって、

例えば、病気が出たとか病後、インフルエンザ等で休まなければならないとか、そうい

った部分に対しての保育についても、なんとか見ていただけないかという要望が多いの

は重々分かっております。それについて、今後考えなければならないのは、その施設と

して、そのような病児を隔離というか、預かる部屋という部分を、まず、環境的に設置

しなければなりません。それが、どのような規模でなるか、あるいは、そういった部分

に看護資格を持った職員等の配置が必要であるとか、そういうような部分も調査をしな

がら、葛巻ではどのような形がいいかというのを考えている状態でございまして、今後

すぐになるという、まだ計画はございませんが、先程来、教育長も申し上げております

とおり、就学前教育のあり方検討委員会の中で、施設、そして、中身の部分につきまし

ても、どのような形がよいのか、そして、町民のニーズにしっかりとお応えできるよう

な部分で、この保育、就学前教育の部分について検討している状態でございますので、

なんとか早い段階で、そちらの方をお示しできるように努めてまいりますので、ご理解

のほど賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

ぜひ、そのような方向で実現方を求めたいと思っております。 

それから、９ページの部分で、学校給食の関係で、前にも質疑させていただいており

ます主食の提供の方向性というのがございます。これは、現在どのような状況になって

いるのか。一戸のパン屋さんが提供できなくなったというようなことがありまして、そ

の後の状況については聞いておりませんので、お知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会事務局次長（ 石角則行君 ） 

ただいまの学校給食の質問に対して、ご答弁申し上げます。 

ご承知のとおり、昨年度から学校給食の主食であるパンと米飯については停止をせざ

るを得ない状態でございます。それから、いろいろな方面でできる方策を考えて、手立
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てをしようと考えてきました。現在のところは、それがうまくいっていなくて、ご飯に

つきまして各家庭で炊いてお弁当という形で主食を持ってきている形に進んでござい

ます。 

これまでやった部分といたしましては、給食センターでやるという方策、あるいは、

自校でそれぞれ炊いてやるという方策等、いろいろな案が出まして、やったところ、な

かなか、その打開策ということで、ひとつは給食センターでの方式というのは、かなり

の施設改修を求めることから、今、そういった部分で立ち行けない状態、そして、人数

から考えて、自校給食の道はということで考えておりました。学校給食法という部分で

かなりのハードルが高く、施設の整備、学校のそれぞれの調理施設を給食センター並み

に直さなければならないといったことから、昨年、今年度と至っていない状態でござい

ます。ただし、ＰＴＡ等からも、現在の状況でどのような状況ですか。大変不便をかけ

ているかと、こういうところも学校を通じまして聞き取り調査等も行ってはいて、概ね、

不便ではあるけれども、今の形でも、そんなに大変困っているというのは聞いていない

状況でございます。やはり家庭状況によりまして、どうしても給食の主食を出していた

だきたいという意見は何件か出ているということはお聞きしておりますが、ＰＴＡの

方々の反応というのは、そのように受け止めております。 

今後の対策といたしましては、今のような考え方から、なんとか自校での給食の道、

あるいは、施設整備をしながらご飯提供、米飯の提供ができないかという道を模索しな

がら、今年度も教育長とともに県教委の方に行って相談をして、そして、岩手保健所、

県保健所の方にも行って指導を受けながら、団体給食での提供、少人数での提供の方法

という道もあるという若干の可能性も見えてまいりましたので、そういうような部分を

含めて、葛巻らしく、葛巻でできる方策をということで、今、検討中でございますので、

もう少しお時間をいただきながら検討をして、この問題につきましても早急に解決して

まいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

これについても、だいぶ日数が経ちましたよね。ここに書いているとおり、早急に決

定する必要があると思われますので、こういったようなことを、どんどん促進させてい

ただいて、良い給食を提供していただければなと、そのように思っているところでござ

います。 

あと、教育委員会、最後の質疑いたしたいと思います。 

同じく９ページに、岩手県学力定着度の状況調査というのがございます。これ、町内

の小学校、中学校、こういったような部分について、教育長から、どのような状況にな

っているのか、お知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 
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教育長。 

 

教育長（ 吉田信一君 ） 

県学調については、毎年 10月に小学校５年生と中学校２年生を対象にしております。

10月ですので、今年度はこれからになりますけども、平成29年度の状況でいいますと、

小学校の５年年生においては４教科をやっておりますけども、そのうち、算数について

は県の平均よりも高い数値を示しておりますが、そのほかの教科については、県の平均

に達していない状況になっています。そして、中学校については、全部で国語、社会、

数学、理科、英語の５教科をやっておりますけども、すべて県の平均よりも上回ってお

ります。そうしますと、小学校での学習の部分で未充足な部分が、中学校で非常に改善

されているという傾向が、ここ数年続いております。いろいろ分析等もしておりますけ

ども、14年間続いております中高一貫教育で、葛巻高校の先生方が各中学校に入って、

交流授業等をしていただいている効果が、そこに現れている部分が非常に大きいのでは

ないかというように考えております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ここで、昼食のため、午後１時 15分まで休憩いたします。 

 

（ 休憩時刻 １２時１１分 ） 

（ 再開時刻 １３時１５分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

日程第９、認定第３号、平成 29年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定についてを、

議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

決算書の 91ページで、主要施策の 81ページになりますが、高齢者外出支援事業であ

ります。申請人数が 280人とありますが、実際の利用者数と、また、交通弱者のために

は重要な役割を担っていると思われますが、実際の利用者数はどの程度で推移している

のか。また、利用料金が 7,500円を超える場合は 5,000円と、そういう措置がされてお

りますが、一番遠いところでは、どのくらいの方々が利用されているのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

健康福祉課長。 
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健康福祉課長（ 楢木幸夫君 ） 

資料の方のページを見ながら、説明させていただきたいと思います。 

申請者数でございますが、280人のうち実質使った方々は 170人でございました。そ

れから、助成額が大きいところで 1,270,000 円の金額でございますが、利用料金が

2,521,000円、本人負担額が 1,244,000円でございました。実際に計算、170人の方々

が 1,202枚利用いたしまして、１回あたりの平均の補助額が 1,062円という結果になっ

てございます。そして、一番遠い利用の金額でございますが、7,250円で、ケースとす

ると吉ヶ沢になります。江刈馬渕の方も利用なさっていましたが、これより若干低い金

額でございましたので、利用した中では吉ヶ沢の方が一番高額だったと、この金額です

と、2,500円が個人負担であったという内容になっておりました。この 1,270,000円と

いうような金額でございますが、本年は既に 960,000円くらい利用していて、昨年度の

実績を上回って利用になっている実績で、喜ばれているというように判断しております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

土日の路線バスがないとか、交通手段がない、弱者のための手段でありますから、や

はり対象になった 75歳以上の方々は、万が一のためには申請しておこうということで、

多くの方々に利用されております。それで、救急車を呼ぶくらいではなくても、具合が

悪いときは、どなたかを頼んでも、やはりお礼をしなければならないのですけど、そう

いう手立てがあるということは、たくさんの方々に喜ばれていると思います。また、75

歳以上ということではありますが、例えば、免許を返納された方、そういう方々も、や

はり路線バスがないとか、家族に車がない、今後はそういった方々にも、そういう申請

の対象に検討する余地はないのか、お伺いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 楢木幸夫君 ） 

質問にお答えいたします。 

当課の方でも、やはり昨年度はいろいろな計画を作って、いろいろな協議会で話し合

いをして、どういうものが必要かというようなものの中で、今、山岸委員さんがおっし

ゃられたように、免許証を 75歳前でも返納した方がいるよというようなお話も出てお

りまして、今後、そういうようなものも含めて検討していきたいというような考えで、

新年度予算の際に検討してまいりたいというように考えておるものでございます。あり

がとうございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 
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ほかに。山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

説明書では 66ページ以降になります。歳出の部分でありますが、それぞれ人口減少

対策に関わります施策についてでございますけれども、地方版総合戦略の効果、検証の

状況と、これまでの実績について、どのようになっているのか伺います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

人口減少対策の取り組みになります地方版総合戦略の効果、検証、実績でございます

が、ご承知のとおり、28 年３月に葛巻町まち・ひと・しごと創生総合戦略というのを

策定いたしまして、人口減少対策に取り組んできてございます。主な取り組みとしまし

て、移住定住分野の定住奨励金とか、新婚ライフサポート金とか、いらっしゃい葛巻住

宅の整備とか、そういった移住定住分野から、子育て、教育、保育料の無料化、あるい

は、医療・福祉分野では高校生以下の医療費無料化とか、産業の方では６次産業化の支

援とか、雇用促進などに取り組んできてございます。僅かずつではございますが、人口

増の月もあったりして、少しずつではありますが、着実に成果が出てきているなという

ように思ってございます。 

総合戦略の効果、検証でございますけども、まず、その 28年３月の戦略において三

つの目標を掲げてございます。いきいきと輝き続ける“ひと”、それから、誰もが住み

たくなる“まち”、それから、地域資源を活かす“しごと”という三つの基本目標を掲

げていまして、そして、さらに三つの視点ということで、移住定住及びＵターン促進に

よる社会動態における転出超過の解消とか、人口の自然減を抑制するための出生数の増

加、それから、人口動態を増加に転じさせるための町の魅力増、そういった中で、出産、

子育て支援、教育、人材育成、生活環境、産業と雇用、交流・連携というような部分で

戦略プロジェクトを取り組んでまいりました。三つの基本に対して、その数値目標とＫ

ＰＩを設定しておりまして、その達成状況につきましては、毎年、地方創生有識者会議

として位置づけております総合計画審議会及び議会において検証していただき、施策の

見直しを行っているものでございます。今年で３年が経ちましたが、27 年度、計画初

年度につきましては、年末に策定してございますので、実質的には 28、29年度、２カ

年の取り組みというようになってございます。 

その実績でございますけども、28 年度末の状況については、年間出生数や人口社会

動態等が目標を下回った状況でございました。これにつきましては、有識者会議や議会

の意見として、出生数と社会移動が重要なポイントであり、改善していくための施策を

加速させる必要があるとの意見が出されてございます。それぞれの分野において、住環

境整備などの移住者向け施策は評価できるが、一方で、町内出身者の定着につながる支

援も必要というような、そういった意見が出されてございます。それから、教育分野に
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つきましては、高校の入学者数確保は評価できるが、今後、児童数が減少していく中に

おいて、山村留学等を推進していく上では、葛巻高校の特色が見えない、魅力アップが

必要といったような意見が出されてございます。それから、仕事の創出については、個

人事業者の後継者不足など、町内の人手不足と町外の就業希望者のマッチングを行い、

継業に結びつける仕組みづくりなどが必要、そういった意見。それから、20歳から 40

歳の若い世代でのＵターン率が低い状況を受けまして、そこを逆手にとり、Ｕターンに

特化した取り組みの推進、あるいはスポーツツーリズムの推進、観光リピーターの確保、

強化、どういったことを取り組まなければならないかというような、そういった意見等

をいただいてございます。 

29 年度につきましては、数値目標、ＫＰＩにつきましては、大きくは、葛巻高校進

学者数、それから、移住者向け住宅物件数、観光入込客、宿泊数など、16項目中 12項

目で概ね目標どおり進んでおります。ただ、目標を下回ったものを見ますと、先ほどと

同じですけども、出生数や人口の社会動態に関するといった項目が下回ってございます。

順調にいっているのは、主なところは葛高への入学者数、それから、町外からの葛巻高

校進学者数、それから、概ね８割以上順調にいっているのは若者定着率、それから、移

住定住向け住宅入居率などでございます。努力が必要、８割以下、下回っているのが年

間出生者数、これは目標の 31 人に対して 22 人、それから、合計特殊出生率の目標も

2.1人に対して、実績が 1.5人というようなことで、人口の部分が下回っているという

ような状況でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

それでは、この人口減少対策の施策の成果と併せた、その課題の方はどのようになっ

ているのか伺います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

先ほどと重複いたしますが、成果といたしましては、それぞれ順調にいっている部分、

あるいは、ある程度順調にいっている部分等がございまして、例えば、人口減少につい

て、年に一月、二月ではございますが、増加に転じるとか、そういったような確実な現

象も出てきております。その中で、やはり課題といたしましては、若い人等、若い女性、

今、ＤＭＯの方でも取り組んでございますけども、そういった方々の受け入れといいま

すか、特殊出生率が数字的に一番課題でございます。そこの部分をどうやって増やして

いくかというのが大きな課題でございます。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

分かりました。では、この人口減少対策の取り組みでございますけども、その経過を

副町長はどのように捉えているのでしょうか、伺います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

これまでの人口減少に対する取り組み、あるいは経過といいますか、どう受け止めて

いるかということでございますが、まず、まちづくりの観点からお話をさせていただき

ますと、本町の人口はピークが昭和 30年ということでありますが、それから、どんど

ん減少を続けてきているわけであります。 

そういう中で、これまでの町の取り組みというのは、畜産、酪農と林業を土台としな

がら牧場、あるいはワイン、そしてまた、第３セクターの取り組み等々によりまして、

併せて、最近エネルギーの施策の推進ということの中で町の魅力を高める、そういう取

り組みを、これまで、ずっと歴代の町長が続けて取り組んできているというようなまち

づくりであるわけであります。これが、正に人口減少対策にも結びつくといいますか、

あるいは雇用の場の確保と、そういう観点での成果といいますか、これらも、これまで

の対策の中でも出てきているということを、まず、感じておりますが、併せまして、今、

課長の方から地方戦略の成果の話もありましたが、この当面の取り組みを踏まえながら

少し話させていただきますと、特にも集落機能、あるいは行政運営という観点で大きな

影響を与える人口減少対策に、鈴木町長は特にも数年前から対策を、ぜひとも歯止めを

かけたいという観点の中で、ここ数年取り組んでまいりまして、先ほどいいましたよう

に、28 年度にはまち・ひと・しごと創生戦略というものを立てながら進めているとい

うのはご案内のとおりでありますし、それを、さらに取り組みを強化していくといいま

すか、そういう考え方の中で、今、取り組んでいるものでありまして、先ほどお話しま

したように、移住定住の対策であったり、あるいは子育て支援、子育て、あるいは教育

の分野の環境であったり、それから、医療・福祉の分野の様々な施策、特にも、最近で

すと葛巻病院の建設、あるいは養護老人ホームの整備等もそこにあったわけであります

し、併せまして、高校生以下の医療費の無料化等々もございましたし、産業の部分にお

いても、新酪農構想ということの中で取り組みを進めておるところでありますし、併せ

まして、また、商工業の設備の導入の支援ということで、地元の商工業の支援対策等も、

これも新たな取り組みであったわけであります。それから、もうひとつ、大きなものと

いいますか、今、まちなかの活性化も含めてでありますが、くずまき型ＤＭＯの導入に

つきましても２年ほど前から、３年目に入るわけでありますが、そういう取り組み等々

がございますし、それから、平成 19年、20年、23年のあたりであるわけでありますが、
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大きな部分は情報基盤、光ファイバーを各戸に配信する、そういう基盤の、正に移住定

住、あるいは人口減少対策に結びつく、そういうハード的な部分にも取り組んできたと、

このように思っております。 

そういう中で、どうしても、こういう成果が、今までもそうなのですが、なかなか成

果として出にくい、時間のかかる、人口減少対策に歯止めと言いながらも、どうしても、

やはり成果を出すには、かなり難しいという部分はあるわけでありますが、やっと、今、

そういう効果も出始めてきているというように認識もしているところであります。とい

いますのは、29年１月から 12月までの部分でありますが、転入が 154人で、転出が 167

人ということで、13 人の減少に止まってきているということも、数字上も少しずつ、

そういう成果も出てきていると、このように思っておりますし、経過の中でも、町村の

部分でありますが、29 年を見ますと、３番目に、そういう面での減少に止まってきて

いるというような感じにあるなと、このようにも思っておるところであります。そうい

う今までの取り組みの成果によって、そういったようなこと等も数字に現れてきている

のかなと感じているということでありますし、もう１点でありますが、やはり、今の課

題にもありましたように、町の魅力を高めながら、やはり若い世代の人口確保、ここが

大きな町としての課題であります。如何に対策をしながら、そういう若い世代の方々を

確保できるようにつなげていくかという部分なわけであります。 

そういう中で、魅力を高める一環として、先ほども申し上げましたが、今、くずまき

型ＤＭＯの取り組みを進めているというものでございます。その中で２年間、今３年目

に入っていますが、２年の経過、検討の中身を少し話させていただきますが、各検討部

会においての課題が見えてきておりまして、その成果を確実に進めるため、あるいは、

その輪を広げながら、それぞれ自走をしていただくといいますか、そういう取り組みに

つなげていきたいというようなことの中で取り組んでいるものであります。そのひとつ

を紹介いたしますが、特産品の開発の部分であります。検討してきたものを実際に商品

化をしながらの取り組みを進めておりますし、それから、今、まちなか検討部会でも、

まちなかのエリアビジョンを策定しながら、まちなかを歩きたくなるという施策を進め

るということで取り組みをしております。それから、もうひとつに、若い女性の方々で

構成する民間の、制作をしているグループの人たちでありますが、町家を活用して、こ

れまで２回ほどクラフト市を開催いたしました。そしてまた、この秋も、また開催する

方向になっておりますが、これには町外から、あるいは県外からも、やはり、そういう

グループの人たちのネットワークといいますか、そのことによりまして、いろいろ足を

運んでいただきながら、新たな取り組みの動きが出始めているというのが、正に目に見

える形の中で成果も出てきているのではないかなと感じておるところであります。 

いずれ、そういう若い世代の人たちに魅力を感じるような、そういう取り組みの積み

重ねが正に大事だと、このように思っております。そういう中に、今、課題であります

出生数の減というものがあるわけでありますが、これに若い世代の方々が少しでも町内

に、そういう取り組みをしながら、そしてまた、自分の持っているものをもっと活かし

ながら、その輪を広げていくといいますか、小さいけれども、そういったような取り組

みが、正に大きな力になってくると、このようにも感じておるものであります。そうい
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う魅力も一層高めていくように取り組んでいかなければならないと、このように考えて

いるものであります。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

歳出の 163ページですけども、一番右端の角のところですけども、町の道路の除雪経

費なのですけども、43,500,000 円くらい経費がかかっているようですけども、町民の

皆様からは、朝早くから、起きれば雪がないと言って褒められております。これも事実

でございます。ただ、ひとつは、議会で吉ヶ沢に行ったときに、議会懇談会の中で、時

間がルーズだということで、除雪はしっかりしていただいていると、そこの時間をもう

少し皆さんに合わせた中の除雪をしていただきたいという意見がありましたけども、こ

の点については、建設水道課長どのように思いますか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 中山優彦君 ） 

ただいまのご質問に、お答えをいたします。 

除雪時間の問題、もっと早くできないのかというような住民からの意見が吉ヶ沢地区

で出ているというようなことに対してでございますけれども、葛巻町、当町の除雪体系

といいますか、これを一通りご説明をさせていただきたいのですけども、まず、西部地

区におきましては、移動時間も長いということから、委託契約を結んで除雪をしていた

だいております。３社にお願いをして、契約を結んで、除雪をしていただいているので

すけども、その中で、椛ノ木土谷川線と、その吉ヶ沢の集落というのは、これは、また、

別な業者ということもありまして、片一方では早朝に限らず夜中から動いている業者も

あれば、片一方では通勤時間帯を超えても来ないというような意見、これも前から何回

か受けておりまして、その都度、業者さんの方には指導はしております。除雪計画とい

うものについて、10 センチ以上の雪が降るような場合は早朝４時に出動するというよ

うな決まりごとを作っているのですけども、なかなか、この決まりごとを、早く出ても

らう分には全然構わないわけですけども、これを守っていただけないという部分がござ

います。昨年度も同じようなことを住民の方から苦情がありまして、指導をしておるわ

けでございますけれども、この間、また、委員さんの方で地域の方からそういうような

要望があったということでございますので、その辺の徹底をしていただくように、今後、

業者との話し合いを進めていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

姉帯委員。 
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姉帯春治委員 

今、委託しているということですので、時間さえ、皆さんが朝早く起きたら便利が良

くしてもらえればいいのかなと思いますので、そこを徹底して建設水道課の方で指導を

お願いしたいと思っていますし、また、近隣の市町村の副町長でしたか、葛巻は随分除

雪費の経費がかからないなと言われて、どのようにしているかと聞かれたことがありま

す。詳しく聞かれて、葛巻町ではほとんどの重機を町で持っているのだと、そういうこ

とで、おそらく委託は少ないはずですと、だから、そこの部分の経費がかからないよう

になっているのではないかということですけれども、ただ、今、見てみたら、いろいろ

な除雪費から、また、土砂を運ぶのから、トラックから、いろいろ 14台くらいあるよ

うですけども、そこの中で、こういうのを欲しいとか、これはダメだとかというのが、

もしあったならば、建設水道課長お願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 中山優彦君 ） 

ただいまの質問に、お答えいたします。 

除雪の機械 14台ほどあるのだけれども、不足しているものはないかというような質

問でございますけれども、今の直営の除雪体制に機械としては十分に間に合っている状

況でございます。一応 10年を目途に更新というようなことで考えて、計画的に更新を

進めているのですけども、なかなか、この 10年というのはサイクルが早いということ

もありまして、概ね平均しますと 15年に１回くらい機械を更新しているような状況で

ございます。今、不足しているといいますか、その機械、機種としてはないわけでござ

いますけれども、大雪が降った際に専用のロータリー車がないというのが、ちょっと不

足といいますか、大雪も数年に一度というようなことで、なんとか、それはクリアして、

時には業者にお願いをしてロータリー車に入っていただいてというようなこともある

わけですけども、基本的には不足している機種はないということで認識をしているとこ

ろでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

町民の方々は、私もそうですけども、夜早くから朝までにはしっかり雪がなくなるよ

うに頑張っていただいていると思っています。それと、やはり先ほどもあるように、委

託している部分については、もう少しチェックしてみたり、指導してみたりしていけれ

ば、いずれ何時間の間には除雪をするのだから、その時間の問題だと思いますので、そ

の点については頑張って指導していただければなと思っております。これで終わります。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

決算書の 137ページの農林水産業費でありますが、農業用の廃プラスチック適正処理

の推進協議会への 200,000円の中身について、お伺いします。町では上平の方へプラス

チックの収集を行っております。まず、第１点お伺いしたいのは、プラスチックは、そ

のあと、どのようにリサイクル、あるいは、どのような処理がされているのかについて、

まず、お伺いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 山下弘司君 ） 

お答えいたします。 

農業用の廃プラスチックの処理の関係は、現在、年４回、回収を行ってございまして、

その回収されたものは整理をして、二戸市の業者さんに販売するような形になってござ

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

酪農をやっている農家であれば今は必ずラップロールを使っているわけでありまし

て、おそらく上平に持ってこない方は分かるのだろうと思いますが、あるいは、中には

野焼きというようなこともあるのだろうと思います。そのような苦情については、役場

の方には何件かあるものなのでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 山下弘司君 ） 

お答えいたします。 

野焼きの関係での苦情というのは何件かございます。それで、その苦情をいただいた

都度、その現場に担当が出向いて現状を確認するようにしてございます。基本、廃プラ

スチックとか、そういったものは法律で野焼きすることを禁止されておりまして、ただ

し、草とか、落ち葉とか、そういった関係は野焼きをしてはいけないというところまで

はなっていないという関係の部分で、ちょっとトラブルというような部分もある形にな
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っています。毎日、同じ方が燃やして、その煙が充満して、洗濯物だったりとかに臭い

がついたりとかというような、そういう感じでの苦情だったりするわけですが、いずれ

同じ落ち葉とかなんかであっても、周りの方に迷惑がかからないような時間帯での処理

とか、それから、当然、燃やしていて飛んで火災になったりとかということのないよう

な形での処理をしていただくようにということで、巡回した際にお願いをする形で指導

をしてございます。一部回った時点では、そういう廃プラ等を燃やしているというのは、

うちの職員はちょっと確認はできなかったようです。ですが、今後、やはり、しっかり

と、そういう部分は徹底していかなければならないということで考えておりますので、

もう一度、農協さんの方の生産部会とか、それから、広報だったり、くずまきテレビだ

ったり、そういった部分の注意喚起はしていくということで、今、課内でも調整をさせ

ていただいていますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

今後のことになりますが、温暖化の問題、水害等も、おそらく、そういった野焼き等

による温暖化の問題等も大変深刻なことであると思います。そういったことから、農協

にも協力をいただきながら、200,000 円を協議会の方へ出しているわけでありますが、

もう少し増額をして、全戸ができれば、そういったように処理できるように、今後、対

策をすべきではないのかなと、そのようにも思うのでありますが、その辺の今後の取り

組みについて、まだまだ、50 頭も飼っていながら１個も出さないというような農家も

見られるようでありますので、その辺をもう少し強力に進めるべき、取り組むべきこと

だと思いますが、その点について、お伺いをいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 山下弘司君 ） 

お答えをいたします。 

この廃プラスチックの処理の協議会には農協さん、それから、県の方の普及センター

さんとか、いろいろ入っていただいている協議会になってございますので、その中で、

今後の対応の部分については、もう少し徹底するような形での対応というのを検討しな

がら進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 
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参考までにお話を申し上げますが、本町ではたばこを結束した機械を再利用しまして、

ほとんどの農家ではあれによって、きちっと四角に梱包して出しております。これは、

ほかの町村ではない、やはり、ほかの町村でも大量に出るラップの処理には大変苦慮し

ているようであります。そういったことから、本町は本当に大分前から先駆けて、たば

こを収納するための機械を加工して、再利用して、そして、出しているという事例もご

ざいます。なんとか全量が、そういったような処理されますように、よろしく今後の取

り組みをお願いしまして、終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、認定第３号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第３号、平成 29年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第３号、平成 29年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定することに決定しました。 

次に、日程第 10、認定第４号、平成 29年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳

入歳出決算の認定についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

一般会計の際も町税の関係でお伺いしたわけですが、国保会計ですので、国保税の関

係でお伺いをいたしたいと思います。 

説明書等の 40ページのあたりに記載になっておりますが、国保税の収入未済額でご

ざいますが、合計で 29年度末で 48,860,000円、このようになっております。これが、

10 年前の平成 20 年度の収入未済額は実に 91,730,000 円ありました。半減しているわ

けですね。こういったような実績となっておりまして、それから、この徴収率に見てみ

ましても、当時の平成 20 年度の徴収率は 73.1 パーセントであります。29 年度末では

79.4 パーセントになっています。６パーセント以上の伸び率を示しているわけです。
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非常に、こういったような実績を見れば、評価できる内容ではないのかなと、このよう

にも思っております。また、今年度の徴収率と、県平均の徴収率も比べてみました。県

の平均徴収率 79.6です。当町の徴収率は 79.4で、僅か 0.2パーセント当町は下回って

いるわけでございます。これを分析もしてみました。その内容を見てみますと、現年課

税分では、逆に県平均よりも３パーセント上回っております。町の徴収率は現年課税分

は 97.3パーセントです。県平均は 94.3パーセントですから、３パーセント上回ってい

るような感じです。問題は、この滞納繰越分にかかっているわけです。町の徴収率は

18.4パーセントです。県平均は 24.3パーセントです。ここで、5.9パーセントの差を

つけられておりまして、県平均よりも 0.2ポイント下回っているというような形になる

のではないのかなと、そのように私は分析しております。とはいっても、この滞納繰越

分も、この滞納徴収率を見てみますと 18.4パーセントですね。過去の実績から見まし

て、この 18.4パーセントの近年にない高徴収率です。一回に無理とはいかなくても、

この滞納徴収率を如何に上げるかが県平均を上回る鍵ではないのかなと私は判断して

おりますが、町当局ではどのような判断をしているでしょうか。まず、それから、お伺

いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

お答えしたいと思います。 

国保税、今、ご説明ありましたとおりのような状況でございます。 

その中で、国保税につきましては、現年分については、徴収率、県内８番目というこ

とになっております。現年分については、一般会計よりは率は低いですが、一般会計は

県平均のところ、それから、国保税につきましては、県平均よりはかなり高くて、８番

目くらいの徴収率というようになってございます。その中で、大きな課題は、滞納繰越

分が他町村と比較した場合も割合的にも多いという、金額的には、先ほどありましたと

おり、10 年で半減しておりますが、他市町村と比べた場合には、その割合が大きいと

いう課題を抱えているところでございます。そういった部分の処理といいますか、整理

を進めていくというのが大きな課題のひとつになってございます。 

過去にも、滞納整理機構ができまして、その直後に職員２名ほど派遣になっておりま

す。21年、22年ころであったと思いますが、そのころ滞納分の徴収率が大きく上がっ

ている部分もございます。また、昨年度も滞納整理機構に職員を派遣しながら、昨年度

は滞納整理機構と連携をしながら、いろいろな滞納分の徴収のための取り組みをしたと

ころでございました。そういった中では、差し押さえ等も行っております。不動産、動

産の差し押さえ、そういったものによりまして、大口の方から、百万円単位ですが、完

納していただくとか、そういうこと、あるいは給与等の差し押さえをさせていただいて、

完納していただいたという事例等も昨年度はございます。それから、捜索ということで、

地方税法に基づいた捜索等も２件実施をしておりまして、そういった中での調査等が納
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税につながったという例も昨年度はございまして、そういったものとして、29 年度に

ついては、滞納繰越分についても、ここ数年の間では、かなり高い率にもなってござい

ます。 

そういった部分を踏まえまして、先ほど一般会計のところでも申し上げましたが、期

限内の納付というのを、現年度分については推進、大きな取り組みとして取り組んでお

りますが、もうひとつは滞納分の縮減ということで、これまでやってきたような部分に

加えまして、法律に基づいた様々な督促、あるいは滞納整理等を着実に進めていくとい

うことが、税の公平感という部分もございますし、そういった部分に力を入れていかな

ければならないということで、今年度、春に徴収対策本部の会議、副町長が本部長でご

ざいますが、そういった会議の中でも、そういう部分を進めるというようなことで、今

年度、目標に掲げまして取り組んでいる経緯もありますが、これを今年だけではなく、

今後、継続をしながら、そういった、どうしても協力いただけないようなケース等につ

きまして、資産あるいは納税の力があるような方については、そういったものも進めな

がら、税収を図っていくというようなことも大事かなということで、そういった部分に

取り組みつつありまして、その成果も少しずつ現れているのかなというように考えてい

るところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

収入未済額の部分では、先ほど申し上げましたとおり、29年度末で 48,860,000円に

なっているわけなのですが、この収入未済額の額の半分以上が平成 19年度以前の滞納

分がなっておりますので、非常に古い国保税が滞納になっているなということが、この

表で見させてもらいました。非常に、こういったような部分では、ご苦労されることと

思いますけども、この国保税についても不能欠損はここ３年間なっていない表になって

おります。こういったような古くて不能欠損になるような事例が発生していないのか、

一般会計でもお話申し上げましたけども、国保会計でも不能欠損事由みたいなものはな

いのかどうか、お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

滞納の中でも 10年を超えるような古いものがありまして、その額が大きいという部

分もございます。そういった部分については、県あるいは滞納整理機構とのいろいろな

会議、個別の会議等も年に何回か行っておりますが、そういった際にも指導もいただい

ておりますし、今、ご指摘もいただいたとおりでございます。中には、課税した当事者

は亡くなりまして、相続されて、次の世代の方にお願いをするというような事例等も古
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いものについては出てきている部分もございます。そういった中で、その辺の時効の関

係ですとか、長くなっておりますので、そういった部分とか、納める資力があるのかな

いのかというような部分の調査、そういった部分が、これまで行き届かなかった部分も

ございますので、そういった部分についても今年度は進めるということで進めている状

況にもございます。ということで、すぐにということにはなりませんが、そういった部

分もひとつずつ調査をしながら、執行停止等を図りまして、順次、そういった該当する

ものについては不能欠損もしていきたいというように考えているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

次に、先ほどの国保会計の補正予算とも関わりがあるわけですが、29 年度の繰越額

65,900,000円、36ページについて、これが、先ほどの補正予算に出てきたわけですが、

ここで、補正予算の方では償還金と、それから、予備費の方に振り分けしたような感じ

になっております。ここで、いつも申し上げているとおり、国保会計の財調が多いわけ

ではない、少ないというような感じがするわけです。こういったような部分では、今後

の国保の財政運営、この繰越額も例年よりは多いですよね。財政的にはかなりの、国保

の場合は 10,000,000円とも言えない貴重な財源になってきますので、多い額なわけで

す。そういったような財政運営と、それから、基金の積み立て、そういったような財政

については、どのように考えているのか、お知らせいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

ただいまご指摘いただいたとおり、繰越額が 65,000,000円ということで、ここ何年

かでは多いという状況になってございます。その要因のひとつは、29 年３月の補正の

ところで、29 年度の医療費の動向から、最後のところで不足するかもしれないという

ことで、20,000,000 円ほど給付費を補正で増にさせていただいておりました。そうい

った中で、１月時点での補正の試算ということもございまして、どうしても多めにとい

う部分もあるわけでございますけども、そういった中で、実は３月、４月分が過去にな

いくらい支払いが少なかったということで、大体 45,000,000円から 50,000,000円、あ

るいは 55,000,000円というくらいで毎月動いていますが、最後のところは 37,000,000

円と、３月はそういう支払いになっておりまして、少なかったという部分もございまし

て、多くみた分と支払いが少なくなったという両方合わせまして 65,000,000円という

繰り越しになっております。そのことで、多少多くみた分で国に返す部分も 23,000,000

円ほど補正させていただきましたが、そういう部分もありますが、それを差し引いても

40,000,000円くらいの繰り越しというようになってございます。 
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ご質問いただいたとおり、今回、そういった部分を基金に積むのか、あるいは、どう

するのかという部分も検討してございました。そういった中で、最終的には予備費へと

いうことになった理由でございますが、今年度から国保、都道府県化ということでござ

いまして、その年度の必要なお金は全部、県から交付されるということに制度上はなっ

ておりますが、実際には、最終的な額がどうなるかというのは、４月の初めにならない

と、３月分の支払いの金額が出てこないということになりますので、結果的には翌年度

精算して、そこは、県から全額をいただくという形は翌年度の精算でしかできないので

はないかと、そうなるのではないかと考えております。そうしますと、３月時点で予算

より、例えば、３月の医療費が増えたということになって、予算で賄えないということ

になると、赤字決算をして、繰上充用をして、繰上充用をしたお金が翌年度、県から入

るということになりますので、もし、不足した場合には赤字決算の可能性もあるという

ことでございますので、そういったことを勘案しながら、予備費の方に、今年度、最初

の年でもありますので、留保しておいて、多少、医療費が何かの理由で増えても赤字決

算にならないようなことを第一に考えて、今回は基金が少ないという部分もございます

が、そういう対応をさせていただいたところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、認定第４号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第４号、平成 29年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第４号、平成 29年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

次に、日程第 11、認定第５号、平成 29年度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 
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討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、認定第５号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第５号、平成 29年度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第５号、平成 29年度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

次に、日程第 12、認定第６号、平成 29年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、認定第６号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第６号、平成 29年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第６号、平成 29年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

次に、日程第 13、同意第 11号、教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることに

ついてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。なお、本案は人事案件でありますので、質疑は私生活に

わたらないよう、ご注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論を省略して、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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異議なしと認めます。 

これから、同意第 11号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

同意第 11号、教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについては、原案の

とおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、同意第 11号、教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意されました。 

次に、日程第 14、同意第 12号、固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を

求めることについてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。なお、本案は人事案件でありますので、質疑は私生活に

わたらないよう、ご注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論を省略して、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、同意第 12号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。  

同意第 12号、固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、同意第 12号、固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求め

ることについては、原案のとおり同意されました。 

ここで、当局の方々は、退席していただいて結構であります。 

ここで、２時 35分まで休憩します。 

 

（ 当局退席 ） 

（ 休憩時刻 １４時２１分 ） 

（ 再開時刻 １４時３５分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

次に、日程第 15、請願第２号、日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国

会が批准することを求める請願を、議題とします。 

お諮りします。 
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この案件は、平成 30年７月定例会議において本委員会に付託され、継続審査として

おりましたので、請願書の朗読及び紹介議員からの意見陳述は省略し、ただちに審査に

入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認め、早速、審査に入ります。 

本請願について、委員の皆さんから、ご意見を伺いたいと思います。ご発言をどうぞ。 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

今回の条約署名に関係する批准を求める請願でございますが、まず、国民の請願する

権利につきましては憲法 16条に定めがあるわけであります。また、条約の締結につい

ては憲法 73条にございまして、条約の締結する権利、締結権は内閣に属すると、国会

がそれを承認すると、承認するのは国会議員の役目なわけでございます。また、一方で

は、本町議会のように地方公共団体の組織、運営に関係することにつきましては、憲法

の 92条から 95条に定めがあるわけでございますが、ご承知のとおりでございますが、

特に、この 92条には地方公共団体の組織、運営は法律で定めるということになってお

りまして、それを受けまして、地方自治法 99条には、普通公共団体の、地方議会の役

目が定められております。つまり、国会議員と地方議会議員では、その役目が違うわけ

でございます。一方では、この条約の締結自体は国の重大事でありますので、条約の締

結に関係する役目につきましては、国会議員に委ねるべきではないかと私は考えます。

以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかにございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

お諮りします。 

意見等が出されたということで、これから、採決に入りたいと思います。これに、ご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認め、これから採決に入ります。 

この採決は、起立によって行います。 

請願第２号、日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを

求める請願は、採択することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立多数です。 

したがって、請願第２号、日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批

准することを求める請願は、採択すべきものと決定しました。 

お諮りします。 

ただいま、採択すべきものと決定した、日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名
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し、国会が批准することを求める請願に関し、核兵器禁止条約に署名・批准を求める意

見書の提出についてを日程に追加し、追加日程第１として、議題としたいと思います。

これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書の提出についてを日程に追

加し、追加日程第１として、議題とすることに決定しました。 

追加日程及び発委案を配ります。 

（ 追加日程及び発委案配布 ） 

追加日程第１、発委第２号、核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書の提出につ

いてを、議題とします。 

発委第２号について、朗読を求めます。 

議会事務局長。 

 

議会事務局長（ 触沢誉君 ） 

核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書。 

核兵器禁止条約を交渉する国連会議は、2017 年７月７日に 122 ヵ国の賛成多数で核

兵器禁止条約を採択した。これは、核兵器のない世界を求める世界各国と広島、長崎の

被爆者をはじめとする多くの方々の多年にわたる共同の取り組みと悲願が実を結んだ

成果といえる。そして、2017 年のノーベル平和賞は核兵器廃絶国際キャンペーン、Ｉ

ＣＡＮが受賞した。核兵器禁止条約は、核兵器のない世界を目指し、核兵器の使用、開

発、実験、生産、製造、取得、保有及び貯蔵を禁止し、核抑止力の根幹とされてきた「使

用する威嚇」をも禁止するという画期的な内容を持っている。核保有国や同盟国が依存

してきた核の威嚇による核抑止論を否定し、核兵器の完全廃止に向けた国連で初めての

条約である。しかし、唯一の戦争被爆国の日本政府は､この会議に核保有国と歩調を合

わせ参加しなかった。今日、「核なき世界」の理想を掲げる一方で、日本の周囲では、

核の脅威が一層増している。核兵器が再び使われかねない危うい状態が続いている今だ

からこそ、核兵器の悲惨さを知る唯一の国の政府として、速やかに署名、国会での批准

を経て、条約に正式に参加するよう強く要望する。以上、地方自治法第 99条の規定に

より、意見書を提出する。 

提出先でございますが、内閣総理大臣、安倍晋三殿。外務大臣、河野太郎殿。衆議院

議長、大島理森殿。参議院議長、伊達忠一殿。 

以上でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

議会事務局長からの朗読が終わりました。 

本発委案について、委員の皆さんから、ご意見を伺いたいと思います。ご発言を求め

ます。どうぞ。 

（ 「なし」の声あり ） 
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お諮りします。 

ないようですので、これから、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認め、これから採決に入ります。 

この採決は、起立によって行います。 

委員会発議をすることに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立多数です。 

したがって、９月 14日の最終本会議において、委員会発議することに決定しました。 

お諮りします。 

次に、日程第 16、陳情第８号、吉ヶ沢自治会内「鈴野地区」における水道給水施設

の整備についての陳情書及び日程第 17、陳情第９号、吉ヶ沢自治会内「宇別地区」に

おける水道給水施設の整備についての陳情書の２件については、関連がありますので、

一括議題としたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認め、陳情第８号及び陳情第９号を、一括議題とします。 

お諮りします。 

この案件は、平成 30年７月定例会議において本委員会に付託され、継続審査として

おりましたので、陳情書の朗読は省略し、ただちに審査に入りたいと思います。これに、

ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認め、早速、審査に入ります。 

本陳情について、委員の皆さんから、ご意見を伺いたいと思います。ご発言をどうぞ。 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

今回の陳情にあります飲料水につきましては、日々の飲料水を確保すると、これは日

常の安心な暮らしの中で必要不可欠なものでございますけども、地域で対応が困難な問

題につきましては、行政が一緒になって解決を目指すということは非常に大切なことで

あると思います。一方では、この飲料水の水源が得られるのか、それから、水の量は十

分なのか、それから、既存の水道、既に近傍といいますか、近くの地区に既存の水道施

設がある場合に、そこから延ばせるのかどうなのか、また、新たに整備する場合につい

ても費用は足りるのか、水道料金も発生してくるわけでございますので、さらには、町

内には、ほかの地区にも未整備なところがあるわけでございますので、地域によっては

状況も異なってくると思われます。いずれにいたしましても、要望のある地域にとって

は、最も望ましい解決策については、地域と行政の方が一体となって取り組むべきもの

と思います。以上です。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

私は、地区の水道水に対する切実な陳情書と受け止めております。いろいろな事情が

あるにせよ、自己管理で水道水を引くのは、ちょっと難しいような感じもいたしますの

で、この際、この両地区、鈴野地区と宇別地区の水道水の給水設備は必要、非常に大切

なものだというような願いから、私は、これは採択すべきものと、そのような思いでお

ります。以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

７月定例会議のときに、この陳情書が上がったわけでございますけども、今まで、い

ろいろな地区から、それから、建設水道課長の方からも説明を受けました。そこの中で、

最終的には一本化というのは無理ではないかと、それよりは、やはり、あそこに施設が

６カ所くらいあるので、今後、それを調査しながら進めていくということですので、こ

の二つの件に関しては、私は、まず、議会としては、これはやっていかなければならな

いと、そして、あとは、町の、その中身については調査してみて、しっかり、水の確保

ですので、一本化では無理だと言っていますので、その辺を調査しながら早めに、水が

ないということですので、道路やなんかと違って水がないというのですので、やるべき

ではないかなと思っております。終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに。高宮委員。 

 

高宮一明委員 

それぞれ３人の方々から採択すべきというような内容の話がございましたし、私も、

そういう立場でお話したいのですが、過日、８月 21日だったでしょうか、課長から、

その町内の状況について、それぞれ説明をいただきました。この吉ヶ沢地区も、鈴野、

宇別地区だけではなくて、ここは、かなりの地区がまだ未整備であります。この地区を

含めた町全体、土谷川地区もまだでありますし、ほかに 11地区くらい未整備の地区が

ございます。総合的に判断して、やはり水質の関係でありますとか、良質な飲料水の供

給をするのは、やはり町民の願うところでありますので、それらを十分調査した上で、

順次、整備に向けて進めていく方法がいいのかなというように思います。この地区だけ

ではなくて、町全体を見回した関係での調査を進め、町民に良質な水を供給できるよう

な体制づくりを今後取り組んでいただければなということで、採択も含めた関係での意

見としたいというように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

ほかに、どうぞ。 

（ 「なし」の声あり ） 

ただいま、各委員の皆さんから様々なご意見、指摘が出されました。 

水道は言うまでもなく重要なライフラインであります。今回、陳情が出されました吉

ヶ沢地区の鈴野地区、宇別地区以外にも、同吉ヶ沢自治会に水道未整備地区がまだござ

います。また、町内全域でも十数カ所にのぼることから、これらの地区も含め、水道供

給のあり方についても併せて検討されたいとの意見を付して採択することで意見を取

りまとめたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

これから、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認め、これから採決に入ります。 

この採決は、起立によって行います。 

陳情第８号、吉ヶ沢自治会内「鈴野地区」における水道給水施設の整備についての陳

情書は、他の水道未整備地区の水道供給のあり方についても併せて検討されたいとの意

見を付して採択することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、陳情第８号、吉ヶ沢自治会内「鈴野地区」における水道給水施設の整備

についての陳情書は、他の水道未整備地区の水道供給のあり方についても併せて検討さ

れたいとの意見を付して採択すべきものと決定しました。 

次に、陳情第９号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

陳情第９号、吉ヶ沢自治会内「宇別地区」における水道給水施設の整備についての陳

情書は、他の水道未整備地区の水道供給のあり方についても併せて検討されたいとの意

見を付して採択することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、陳情第９号、吉ヶ沢自治会内「宇別地区」における水道給水施設の整備

についての陳情書は、他の水道未整備地区の水道供給のあり方についても併せて検討さ

れたいとの意見を付して採択すべきものと決定しました。 

以上で、本日の審査日程はすべて終了し、本委員会に付託された事件は、全部終了し

ました。 

これで、本日の会議を閉じます。 

輝くふるさと常任委員会を閉会します。 
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ご苦労様でございました。 

 

（ 閉会時刻 １４時５３分 ） 


